
31 いつでも元気　MIN-IREN 2011.5

さ
さ
え
る
の
は
、
だ
れ
？

「
24
時
間
３
６
５
日
、
切
れ
目
の
な
い
介

護
」
を
地
域
で
さ
さ
え
る
こ
と
を
う
た
う
「
地

域
包
括
ケ
ア
構
想
」。
中
学
校
区
圏
内
で
さ
さ

え
る
の
は
、
医
師
・
看
護
師
・
理
学
療
法

士
・
作
業
療
法
士
・
言
語
聴
覚
士
・
介
護
福

祉
士
と
民
間
事
業
者
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
す
。

地
域
包
括
ケ
ア
構
想
で
は
、
介
護
福
祉
士

の
業
務
を
大
幅
に
見
直
し
ま
す
。
要
介
護
者

に
対
す
る
基
礎
的
な
医
療
的
ケ
ア
に
看
護
師

や
リ
ハ
ビ
リ
専
門
職
し
か
従
事
で
き
な
い
の

あ
わ
せ
て
法
整
備
を
お
こ
な
う
こ
と
が
ね
ら

わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
⑤
に
あ
る
「
機
能

訓
練
な
ど
」
は
、
リ
ハ
ビ
リ
専
門
職
の
理
学

療
法
士
や
作
業
療
法
士
が
お
こ
な
っ
て
い
た

も
の
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
介
護
福
祉

士
が
担
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

生
活
の
支
援
は
民
間
事
業
者
頼
み
に

介
護
を
必
要
と
す
る
方
が
た
に
と
っ
て
、

食
事
や
家
事
援
助
は
日
常
の
生
活
を
送
る
上

で
大
切
な
さ
さ
え
で
す
。
地
域
包
括
ケ
ア
構

想
で
は
、
①
家
事
援
助
、
②
配
食
、
③
移
動

の
お
手
伝
い
、
④
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
４

つ
に
つ
い
て
は
民
間
事
業
者
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
お

こ
な
う
支
援
と
な
っ
て
い
ま
す
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
中
心
と

し
て
、
民
間
事
業
者
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
が
食
事

や
家
事
の
援
助
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
そ
の
す
べ
て
は
「
民
間
事
業
者
頼
み
」

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
軽
度
介
護
や
家
事
援

助
は
介
護
保
険
か
ら
外
し
て
い
く
こ
と
が
提

案
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
自
助
」「
互
助
」「
公
助
」「
共
助
」
で
さ
さ

え
あ
う
と
言
い
な
が
ら
も
、「
生
活
の
支
援
は

民
間
、
自
己
責
任
で
」
と
い
う
の
が
、
こ
の

地
域
包
括
ケ
ア
構
想
に
も
如
実
に
あ
ら
わ
れ

て
い
ま
す
。

は
「
非
効
率
」
と
し
、
医
療
・
介
護
を
「
安
上

が
り
」
に
す
ま
せ
る
た
め
に
介
護
職
員
、
と

り
わ
け
介
護
福
祉
士
が
お
こ
な
え
る
医
療
行

為
を
拡
大
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
。

介
護
福
祉
士
の
役
割
拡
大

介
護
福
祉
士
は
、
こ
れ
ま
で
は
①
身
体
介

護
、
②
家
事
援
助
の
２
つ
を
お
こ
な
っ
て
き

ま
し
た
。
地
域
包
括
ケ
ア
構
想
で
は
、
①
身

体
介
護
、
②
身
体
介
護
と
一
体
的
に
お
こ
な

う
家
事
援
助
、
③
認
知
症
を
有
す
る
高
齢
者

等
の
生
活
障
害
に
対
す
る
支
援
、
④
要
介
護

者
に
対
す
る
基
礎
的
な
医
療
的

ケ
ア
の
実
施
、
⑤
日
常
生
活
に

お
け
る
生
活
機
能
の
維
持
・
向

上
の
た
め
の
支
援
（
機
能
訓
練
な

ど
）、
⑥
他
の
介
護
職
員
に
対
す

る
認
知
症
ケ
ア
の
ス
ー
パ
ー
バ

イ
ズ
・
助
言
、
が
役
割
と
な
っ

て
い
ま
す
。

④
に
あ
る
「
基
礎
的
な
医
療
的

ケ
ア
」
の
例
と
し
て
は
、
薬
の
管

理
や
痰
の
吸
引
、
経
管
栄
養
（
チ

ュ
ー
ブ
を
通
じ
て
体
内
へ
栄
養

剤
を
投
与
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
本
来
は
看
護

師
が
お
こ
な
う
べ
き
ケ
ア
で
す

が
、
一
定
の
研
修
を
修
了
し
た

介
護
職
員
が
お
こ
な
え
る
よ
う

に
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
と

地域包括ケアとは（2）

厚労省が打ち出している「地域包括ケア構想」。

「安上がり」な医療・介護を提供するために、“役

割分担”の名のもとで、介護福祉士がおこなう医

療行為の拡大を打ち出しています。
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厚生労働省資料をもとに作成（全日本民医連介護・福祉部）




